
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
参
照
条
文

◎

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

第
七
十
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
及
び
３

（
省

略
）

（
差
止
請
求
権
）

第
百
条

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
特
許
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の

侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
物
を
生
産
す
る
方
法
の
特
許

発
明
に
あ
つ
て
は
、
侵
害
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
物
を
含
む
。
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の

除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

特
許
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
一
条
の
二
ま
で
（
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
及
び
特
許

発
明
の
技
術
的
範
囲
）
、
第
七
十
三
条
（
共
有
）
、
第
七
十
六
条
（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許
権
の
消
滅
）
、
第
七
十
九
条
（
先
使
用
に
よ
る

通
常
実
施
権
）
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
（
意
匠
権
の
存
続
期
間
満
了
後
の
通
常
実
施
権
）
、
第
九
十
七
条
第
一
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九

十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
権
に
準
用
す
る
。

（
差
止
請
求
権
）

第
二
十
七
条

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
実
用
新
案
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者

（
以
下
「
侵
害
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

実
用
新
案
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た

設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

－１－



◎

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）

第
二
十
五
条

登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
に
対
し
、
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
及
び
３

（
省

略
）

（
差
止
請
求
権
）

第
三
十
七
条

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
自
己
の
意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、

そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

意
匠
権
者
又
は
専
用
実
施
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
特
許
法
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備

の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
省

略
）

◎

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
書
類
の
送
達
）

第
十
二
条

国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
税
務
署
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
又
は
そ
の
職
員
が
発
す
る
書
類
は
、
郵
便
若
し
く
は
民

間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者

若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
送

達
又
は
交
付
送
達
に
よ
り
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
又
は
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
送
達
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
納
税
管
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
に
送
達
す
る
。

２

通
常
の
取
扱
い
に
よ
る
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
つ
て
前
項
に
規
定
す
る
書
類
を
発
送
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
郵
便
物
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る

信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
信
書
便
物
（
以
下
「
信
書
便
物
」
と
い
う
。
）
は
、
通
常
到
達
す
べ
き
で
あ

つ
た
時
に
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

３

税
務
署
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
書
類
の
名
称
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
（
第
一
項
た
だ
し

書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
納
税
管
理
人
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
（
法
人
に
つ
い
て
は
、
名
称
。
第
十
四
条
第
二
項
（
公
示
送

達
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
あ
て
先
及
び
発
送
の
年
月
日
を
確
認
す
る
に
足
り
る
記
録
を
作
成
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

交
付
送
達
は
、
当
該
行
政
機
関
の
職
員
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
達
す
べ
き
場
所
に
お
い
て
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
書
類
を
交

付
し
て
行
な
う
。
た
だ
し
、
そ
の
者
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
交
付
送
達
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
に
代
え
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
行
な
う
こ
と
が

－２－



で
き
る
。

一

送
達
す
べ
き
場
所
に
お
い
て
書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
出
会
わ
な
い
場
合

そ
の
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
又
は
同
居
の
者
で
書
類

の
受
領
に
つ
い
て
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る
も
の
に
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
。

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
そ
の
他
前
号
に
規
定
す
る
者
が
送
達
す
べ
き
場
所
に
い
な
い
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く

書
類
の
受
領
を
拒
ん
だ
場
合

送
達
す
べ
き
場
所
に
書
類
を
差
し
置
く
こ
と
。

（
公
示
送
達
）

第
十
四
条

第
十
二
条
（
書
類
の
送
達
）
の
規
定
に
よ
り
送
達
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
居
所
が
明
ら
か

で
な
い
場
合
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
税
務
署
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
は

、
そ
の
送
達
に
代
え
て
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
示
送
達
は
、
送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
税
務
署
長
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
長
が
そ
の
書
類
を
い

つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
す
る
旨
を
当
該
行
政
機
関
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
な
う
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
掲
示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
と
き
は
、
書
類
の
送
達
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
納
税
管
理
人
）

第
百
十
七
条

個
人
で
あ
る
納
税
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
（
事
務
所
及
び
事
業
所
を
除
く
。
）
を
有
せ
ず
、
若
し
く
は
有
し
な

い
こ
と
と
な
る
場
合
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
を
有
し
な
い
法
人
で
あ
る
納
税
者
が
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
そ

の
事
務
所
及
び
事
業
所
を
有
せ
ず
、
若
し
く
は
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
納
税
申
告
書
の
提
出
そ
の
他
国
税
に
関
す
る
事
項
を
処

理
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
者
で
当
該
事
項

の
処
理
に
つ
き
便
宜
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

納
税
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
管
理
人
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
納
税
管
理
人
に
係
る
国
税
の
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
納
税
管
理
人
を
解
任
し
た
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

◎

行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
行
政
機
関
の
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
行
政
機
関
の
休
日
と
し
、
行
政
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

－３－



２
及
び
３

（
省

略
）

◎

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

（
振
替
社
債
等
の
供
託
）

第
百
二
十
九
条

法
令
の
規
定
に
よ
り
担
保
若
し
く
は
保
証
と
し
て
、
又
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
社
債

等
の
う
ち
そ
の
権
利
の
帰
属
が
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
振
替

社
債
等
」
と
い
う
。
）
の
供
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
託
所
に
供
託
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
振

替
社
債
等
に
つ
い
て
振
替
口
座
簿
の
供
託
所
の
口
座
の
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八

条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九

十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
に
増
額
又
は
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
た
め
に
第
七
十
条
第
一
項
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五

条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
の
振
替
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
省

略
）

－４－


